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凡例 

● 手数料を徴収する箇所  既設配管 

 撤去の部分  分止水止め・直管戻し 

 給水装置工事部分  止水栓・仕切弁 

 口径変更（大→小）  メーター 

＊ 直結増圧給水の場合、原則として直結直圧給水と同様の取り扱いとする。 

 

(1) 新 設 工 事         

吹田市水道条例施行規程第 29条第１項第 1号 

配水管又は給水管から分岐する箇所（以下「分岐箇所」という。）ごとに１件とし、それぞれの施工範囲におけ

る最大の給水管口径による。この場合において、1 の分岐箇所からさらに分岐して２以上のメーターの設置を  

伴う工事にあつては、それぞれ別の工事とみなす。 

   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事内容 

配水管又は給水管から分岐して新たに給水装置を設置 

（分岐箇所の口径とメーターへ接続する口径が同じ） 

徴収箇所 

施工範囲内における最大の給水管口径 

工事内容 

配水管又は給水管から分岐して新たに給水装置を設置 

（分岐箇所の口径とメーターへ接続する口径が同じ） 

徴収箇所 

分岐箇所ごとの施工範囲における最大の給水管口径 

工事内容 

配水管又は給水管から分岐して新たに給水装置を設置 

（分岐箇所の口径とメーターへ接続する口径が異なる） 

徴収箇所 

1. 施工範囲内における最大の給水管口径 

2. メーターに接続する給水管口径 

配水管又は給水管 

敷地境界 

メーター 
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         （配水管からの分岐の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

         （給水管からの分岐の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事内容 

配水管又は給水管から分岐して新たに給水装置の一部（メ

ーターを除く）を設置 

徴収箇所 

施工範囲内における最大の給水管口径 

工事内容 

配水管又は給水管から分岐して 2以上の給水装置を設置 

徴収箇所 

1. 施工範囲内における最大の給水管口径 

2. 各メーターに接続する給水管口径 

※各メーターには「共同住宅など φ３０ｍｍ未満メ

ーター毎」の単価を適用する。 

工事内容 

配水管又は給水管から分岐して各敷地に引き込みをする 

（宅地造成等） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径 

（工事全体を対象） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

（各敷地を対象） 

※ メーター以降の給水装置は省略 

※ メーター以降の給水装置は省略 

A宅地 B宅地 

C宅地 D宅地 
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(2) 増 設 工 事          

吹田市水道条例施行規程第 29条第１項第 2号 

施工範囲の全体を１件とし、既設メーターに接続する給水管口径による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事内容 

配水管又は給水管から分岐して各敷地に引き込みをする 

（宅地造成等）（ループ配管） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径 

（工事全体を対象） 

（配水管からの分岐が 2箇所となるため、2箇所分） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

（各敷地を対象） 

工事内容 

受水槽給水方式の新設工事 

徴収箇所 

市メーターに接続する給水管口径 

工事内容 

メーター以降において、新たに給水装置を設置 

徴収箇所 

メーターに接続する給水管口径 

※ メーター以降の給水装置は省略 

A宅地 B宅地 

C宅地 

D宅地 E宅地 

F宅地 

 

 

受水槽 



 5 / 10 

 

(3) 改 造 工 事          

吹田市水道条例施行規程第 29条第１項第 3号 

次のア及びイに定めるところによる。これらの場合において、１の分岐箇所から更に分岐して２以上のメーター

の設置を伴う工事にあつては、それぞれ別の工事とみなす。 

※戸建住宅におけるメーター以降、共同住宅における第１バルブ以降の工事については同一施工範囲とみなす。 

ア 分岐箇所を変更する場合 分岐箇所ごとに１件とし、それぞれの施工範囲における最大の給水管口径による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事内容 

給水装置の改造（分岐箇所の変更） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

工事内容 

給水装置の改造（分岐箇所及び口径の変更） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

3. メーターに接続する給水管口径 

工事内容 

給水装置の改造（分岐箇所の変更） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

工事内容 

給水装置の改造（分岐箇所及び口径の変更） 

（メーター設置を行わない場合） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

3. メーターに接続する給水管口径 
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イ 分岐箇所を変更しない場合 施工範囲の全体を１件とし、施工範囲における最大の給水管口径による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事内容 

給水装置の改造（分岐箇所及び口径の変更） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

3. 各メーターに接続する給水管口径 

※各メーターには「共同住宅など φ３０ｍｍ未満

メーター毎」の単価を適用する。 

工事内容 

給水装置の改造（第１バルブ以降における 

        移設を含む複数メーターの新設） 

徴収箇所 

1. 施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

2. 施工範囲における最大の給水管口径 

3. 各メーターに接続する給水管口径 

※各メーターには「共同住宅など φ３０ｍｍ未満

メーター毎」の単価を適用する。 

工事内容 

BPの更新 

徴収箇所 

BPの口径（撤去部分は徴収不要） 

工事内容 

メーター2次側に BPの設置または取替え 

徴収箇所 

メーターに接続する給水管口径 

BP 

BP 
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工事内容 

受水槽給水方式から直結給水方式に変更 

徴収箇所 

１．  施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

２．  施工範囲における最大の給水管口径 

３．  各メーターに接続する給水管口径 

※各メーターには「共同住宅など φ３０ｍｍ未満

メーター毎」の単価を適用する。 

工事内容 

メーター2次側の給水管の改造工事 

徴収箇所 

メーターに接続する給水管口径 

工事箇所 

メーター1次側の改造工事 

徴収箇所 

施工範囲における最大の給水管口径 

工事内容 

単独メーター→単独メーターの移設工事 

（同口径・同敷地） 

徴収箇所 

施工範囲内における最大の給水管口径 

受水槽 
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 ※ アダプターを取り除くナットを回すのみの作業であっても、配管工事と見なす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例１：他人地を通過している管の移設） 

 

 

 

 

（例２：道路上の給水ルート変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例：他人地を通過している管の移設） 

 

 

 

工事内容 

メーター口径の変更 

（アダプター付φ13→φ20等） 

徴収箇所 

変更前及び変更後それぞれのメーター口径 

工事内容 

既設給水管からの引込及び撤去工事 

徴収箇所 

1．施工範囲内における最大の給水管口径（撤去部分） 

２．施工範囲内における最大の給水管口径 

工事内容 

給水装置の改造 

（同口径による移設工事、単独メーターの場合） 

徴収箇所 

施工範囲における最大の給水管口径 

工事内容 

給水装置の改造 

（同口径による移設工事、複数メーターの場合） 

徴収箇所 

１． 施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

２． 施工範囲における最大の給水管口径 

アダプター アダプター 

φ13 

φ20 

(他人地) 

(他人地) 
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(4) 撤 去 工 事          

吹田市水道条例施行規程第 29条第１項第 4号 

施工範囲の全体を１件とし、施工範囲における最大の給水管口径による。 

※チーズ・丁字管撤去について切り落とす管の口径では徴収せず、引込管の口径の最大口径で徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                                                 

                                       

                                       

                                       

 

  

  

 

 

 

 

工事内容 

給水装置全体を撤去 

徴収箇所 

施工範囲における最大の給水管口径 

工事内容 

給水装置の一部を撤去 

徴収箇所 

施工範囲における最大の給水管口径 

工事内容 

敷地内におけるプラグ止め及びチーズの撤去 

徴収箇所 

施工範囲内における最大の給水管口径 

工事内容 

連送管の撤去 

徴収箇所 

施工範囲内における最大の給水管口径 
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工事内容 

不明管の撤去（可能な範囲で求める） 

徴収箇所 

手数料不要 

工事内容 

開発時引込管の撤去 

徴収箇所 

施工範囲における最大の給水管口径（撤去部分） 

F 

 

K 

 

 


